
●保険医療機関における書⾯掲⽰
‧当医院は保険医療機関です。
‧個⼈情報保護法を順守しています。
‧問診票、診療録、検査記録、処⽅せん等の『個⼈情報』は利⽤⽬的以外には使⽤しません。

   ●電⼦的診療情報連携体制設備加算について
 当院では以下の取り組みを⾏っております。
 ◆医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活⽤して診療を実施しております。

 ◆マイナ保険証の利⽤促進を⾏う等、医療DXを通じて質の⾼い医療を提供できるよう取り組んでおります。

    ◆当院では医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発⾏の際に個別の診療報酬の算定項⽬のわかる明細書を無料で発⾏しております。

リフィル処⽅について

当院では患者さんの状態に応じ、
28⽇以上の⻑期の処⽅を⾏うこと‧リフィル処⽅せんを発⾏すること
のいずれの対応も可能です。
※なお、⻑期処⽅やリフィル処⽅せんの交付が対応可能かは
症状に応じて医師が判断致しますので、すべての患者様に対応可能ではありません。

院内掲⽰

夜間‧早朝等加算について

⼀般名処⽅について

選定医療費について

ベースアップ評価料について
令和8年3月より【ベースアップ評価料】を算定を開始する運びとなりました。

【ベースアップ評価料】とは、医療スタッフの待遇改善を通じて、より質の高い医療

サービスを提供し、患者様に安心して診療を受けていただける環境を整える目的としております。


